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１ 福島県児童養護施設退所者等自立支援資金貸付の概要 

 

 

 

 

 

（１）実施主体 

社会福祉法人福島県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）です。 

 

（２）貸付対象者 

児童養護施設等（児童養護施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業所

をいう）に入所中又は退所した方、並びに里親等（里親、ファミリーホームをい

う）に委託中又は委託を解除された方のうち、保護者等から経済的な支援が見込

まれない方で次のとおりです。 

 

① 生活支援費 

大学や高等専門学校及び専修学校等（以下大学等という。）への進学を機に

児童養護施設等を退所又は里親等への委託が解除された方（以下「進学者」と

いう。）。 

 

② 家賃支援費 

   ア．進学者 

イ．就職を機に児童養護施設等を退所又は里親等への委託が解除された方、 

 並びに、児童養護施設等に入所中又は里親等へ委託中に就職し、就業を継 

続している間に児童養護施設等を退所又は里親等への委託解除になった方

（以下「就職者」という。）。 

 

③ 資格取得支援費 

児童養護施設等に入所中若しくは里親等に委託中の方又は児童養護施設等を

退所した方若しくは里親等の委託を解除された方で、就職に必要となる資格の

取得を希望する方（以下「資格取得希望者」という。）。 

   

【自立支援資金の概要】 

１ この資金は、福島県内の児童養護施設等に入所中又はこれらを退所した方、 

及び里親等に委託中又は委託を解除された方の円滑な自立を支援するため、無

利子で貸付けます。 

２ 自立支援資金を借り受け、大学等を卒業後１年以内に就職し、かつ５年間引

き続き就職を継続した場合は、返還債務の全部を免除するほか、一定の事由に

該当する場合は、返還債務の全部又は一部が免除されることがあります。 
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（３）貸付期間及び貸付額 

  ① 生活支援費（医療費含む） 

    進学者 

     貸付期間  大学等に在学する正規の修学期間 

     貸付額   月額５０，０００円 

※ 上記に加え、医療機関を定期的に受診する場合、貸付

期間のうち２年間までは医療費などの実費相当額を貸付

額に追加することができる。 

    

② 家賃支援費 

   ア．進学者 

     貸付期間  大学等に在学する正規の修学期間 

     貸付額   1月あたりの家賃相当額（管理費及び共益費を含む。）と

し、居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額

（単身世帯の額）を限度とする。 

   イ．就職者 

     貸付期間  退所又は委託解除後から２年を限度として就労している期

間 

     貸付額   1月あたりの家賃相当額（管理費及び共益費を含む。）と

し、居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額

（単身世帯の額）を限度とする。 

  ③ 資格取得支援費 

貸付額は、資格取得に要する費用の実費とし、２５０，０００円を上限とす

る。 

 

（４）資金の交付 

資金契約後、生活支援費及び家賃支援費は年４回に分け、資格取得支援費は一

括で指定の口座に振り込みます。 

 

（５）連帯保証人 

原則として連帯保証人が１名必要です。 

連帯保証人は、貸付を受けた方が資金の返還を求められ、資金の返還を行わな

い場合は全ての返還債務を負担し、返済していただきます。 

 

（６）貸付方法及び利子 

   自立支援貸付は、県社協会長と貸付対象者との契約により貸付けします。 

① 貸付対象者は、児童養護施設等の退所又は里親等の委託解除から５年が経過

するまでの間、貸付の申請を行うことができます。児童養護施設等の退所又は
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里親等の委託解除の時点においては、貸付を申請する必要がなかった方がその

後に生じた事由により貸付の申請を行うことができます。ただし、申請はそれ

ぞれ１回までとします。 

② 貸付利子は、無利子です。 

③ 返還が開始され、定められた日までに返還されない場合は、返還すべき額に

つき年３％の延滞利子を返還金と合わせて納入していただきます。 

 

（７）自立支援資金の返還免除 

① 進学者     大学等を卒業した日から１年以内に就職し、かつ、５年間          

引き続き就業を継続したとき。 

② 就職者     就職した日から５年間引き続き就業を継続したとき。 

③ 資格取得希望者 就職した日から２年間（大学等へ進学した後に資格取得支 

援費の貸付を受けた場合には、大学を卒業した日から１年 

以内に就職し、かつ２年間）引き続き就業を継続したとき。 
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２ 貸付申請・決定時の手続き 

 申請は、児童養護施設等又は里親等（児童相談所経由）、里親等委託解除者は児童相

談所を経由して行います。 

 

① 「貸付申請書」は施設又は里親、児童相談所から受

け取り、必要事項を記入したのち、添付書類と併せ

て経由先に提出してください。                                                                                 

           【提出書類】（各１通） 

□ 貸付申請書(様式１)  

□ 医療費実費相当額の貸付を追加の場合（様式１の附表）

（受診医療機関、薬局の領収書等の金額のわかるもの） 

①             □ 親権者等同意書（様式２） 

②              □ 借入申込に関する児童養護施設長又は児童相談所長 

③                            意見書（様式３―１又は３―２） 

                 □ 現住所を証明できる書類（住民票抄本） 

（発行後３か月以内） 

                □ 進学者…在学証明書（任意様式） 

                □ 就職者…在職証明書（様式４） 

                □ 家賃支援費所要額調書 

(様式５、賃貸契約書等の写し添付) 

                □ 資格取得支援費所要額調書 

  （様式６、授業料の領収書等の写し添付） 

                □ 連帯保証人…直近の年間収入を証明する書類 

 （源泉徴収票の写し又は、課税証明書） 

 

 

 

 

② 申請書類は、経由先から県社協に送付され、県社協  

が審査し、貸付けの可否を決定します。 

③ 審査の結果は、「貸付（承認・不承認）決定通知書」

により、県社協から経由先を通じて、申請者に通知

します。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

貸付申請 

 

 

審査・決定 
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             ④ 自立支援資金の貸付が決定となった方は、通知の日

から起算して１４日以内までに次の書類に記入、署

名及び押印のうえ、経由先を通じて県社協に提出し

てください。 

             【提出書類】   

 □ 借用証書（様式８） 

 □ 連帯保証人の印鑑登録証明書（発行後３か月以内） 

 □ 送金口座（申込・変更）申請書（様式９） 

                               □ 通帳のコピー（銀行名・支店名・口座番号・名義等 

                  が記載されている部分） 

 □ 個人情報の取扱に関する同意書（様式１０） 

⑤ 生活支援金と家賃支援金は、１年間分を４回に分割

  して交付します。（５月、８月、１１月、２月） 

 

 

  ※貸付金は当該月の１５日に送金します。（送金日が金融機関の休業日のときは

翌営業日） 

 

 

  ※貸付決定後の第１回目の交付は、貸付契約後となります。ただし、必要書類の

提出状況により貸付金の交付が遅延することがあります。 

 

 

  ※貸付を辞退するときは、当該年度の第１回目の送金、または各送金が行われる 

   月の１か月前までに「貸付停止・再開・辞退届」を県社協に提出してください。 

 

 

  ※貸付けを受けた進学者又は資格取得希望者が大学等を卒業した日から１年以

内に就職しなかった場合は、貸付けた自立支援資金が一括又は月賦による均等

払により返還しなければならなくなりますので貸付申請の際は十分ご検討く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約・交付 
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３ 資金交付中・交付後の手続き 

（１）生活支援費や家賃支援費を借り受けた進学者 

【在学中】 

① 在学中、自立支援資金の貸付を受けるときは、毎年度  

４月１日現在の状況について、４月２０日までに在学

証明書（任意様式）を県社協に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 大学等を休学、停学、または留年となったときは、             

「貸付停止・再開・辞退届」を県社協に提出してくだ

さい。 

 ※休学、停学の期間中は貸付けが休止となります。 

③ 復学したときは、「貸付停止・再開・辞退届」で復学   

の届を県社協に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

④ 退学等による理由を含め貸付を辞退するときは、速や 

かに「貸付停止・再開・辞退届」及び「返還計画申請

書」を県社協に提出してください。 

 県社協から「返還通知書」を送付します。 

⑤ 貸付けた自立支援資金は、返還通知書に基づき返還

期限内に返還してください。 

 

 

 ※返還が滞った場合「連帯保証人」に債務の全額を請求し、返還していただきます。 

 

 

毎年度４月 

 

休学、停学、留年 

又は、復学する場合 

 

貸付を辞退する 

場合 



7 

 

【卒業後】 

大学等を卒業し、１年以内に就職したときはその業務の従事期間中は自立支援資金

の返還が猶予され、さらには５年間引き続き就業を継続したときは、貸し付けた自立

支援資金の返還を免除することができます。 

 

① 提出書類 

□ 卒業届（様式１３） 

□ 現況報告書（様式１５） 

□ 返還猶予申請書（様式１６） 

□ 届出事項変更届（様式１１）【就職したとき】 

 

  

 

② 県社協は審査を行い、その結果を申請者に通知し  

ます。 

 

 

 

③ 返還猶予期間中は毎年度４月１日現在の状況につ  

いて、４月２０日までに「現況報告書」を県社協に

提出してください。 

  なお、勤務先を変更したときは、直ちに「届出事項

変更届」「現況報告書」を提出してください。 

退職、休職等になった場合は、返還開始となります             

す。但し、猶予できる場合もありますのでご相談く

ださい。 

 

 

④ ５年間引き続き就業を継続した後、「返還免除申請  

書」に返還免除申請時の業務従事先における「現況

報告書」を添えて県社協に提出してください。 

 

 

 

⑤ 返還免除が決定した後、お預かりしている「借用証  

書」をお返しします。 

 

 

返還猶予申請書 

返還猶予決定 

 

 

毎年度４月 

返還免除申請 

返還免除決定 
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（２）家賃支援費を借り受けた就職者   

 

自立支援資金の貸付を受けてから引き続き就業しているときは返還の猶予、さらに

は就職した日から５年間引き続き就業を継続したときは貸し付けた自立支援資金の

返還を免除することができます。 

 

① 提出書類 

□ 現況報告書（様式１５） 

□ 返還猶予申請書（様式１６） 

 

 

  

 

② 県社協は審査を行い、その結果を申請者に通知しま

す。 

 

 

 

 

③ 返還猶予期間中は毎年度４月１日現在の状況につ

いて、４月２０日までに「現況報告書」を県社協に

提出してください。 

なお、勤務先を変更したときは、直ちに「届出事項

変更届」を提出してください。 

退職、休職等になった場合は、返還開始となります。 

但し、猶予できる場合もありますのでご相談くださ              

い。    

 

 

④ ５年間引き続き就業を継続した後、「返還免除申   

請書」に返還免除申請時の業務従事先における「現

況報告書」を添えて県社協に提出してください。 

 

 

⑤ 返還免除が決定した後、お預かりしている「借用   

証書」をお返しします。 

 

 

返還猶予決定 

 

 

毎年度４月 

返還免除申請 

返還免除決定 

 

返還猶予申請 
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(３）資格取得支援費を借り受けた方 

 

児童養護施設等に入所中又は里親等に委託中のとき、大学等に在学中のとき、就業

しているときは返還の猶予、さらには就職した日から２年間引き続き就業を継続した

ときは貸付けた自立支援資金の返還を免除することができます。 

 

① 提出書類 

□ 資格取得届（様式１４）【免許証等の写しを添付】 

□ 現況報告書（様式１５） 

□ 返還猶予申請書（様式１６） 

 

 

 

 

② 県社協は審査を行い、その結果を申請者に通知しま 

す。 

 

 

 

③ 返還猶予期間中は毎年度４月１日現在の状況につ  

いて、４月２０日までに「現況報告書」を県社協に

提出してください。 

なお、勤務先を変更したときは、直ちに「届出事項   

変更届」を提出してください。 

但し、退職、休職等になった場合は、返還開始とな   

ります。但し、猶予できる場合もありますのでご相

談ください。 

 

 

④ ２年間引き続き就業を継続した後、「返還免除申請  

書」に返還免除申請時の業務従事先における「現況

報告書」を添えて県社協に提出してください。 

 

 

 

⑤ 返還免除が決定した後、お預かりしている「借用証  

書」をお返しします。 

 

 

返還猶予申請 

返還猶予決定 

 

 

毎年度４月 

返還免除申請 

返還免除決定 
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４ 資金交付後の手続き（返還の場合） 

 自立支援資金の貸付けを受けた方が大学等を退学したときや卒業後１年以内に就

職しなかったとき、資格を取得する見込みがなくなったときなどの場合には、貸付け

た自立支援資金を全額（一部免除された場合はその金額を除く）返還していただくこ

とになり、次の手続きを行っていただきます。 

 

① 自立支援資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」  

といいます。）は、返還となる事由が発生した日か

ら１４日以内に「返還計画申請書」を県社協に直接、

提出してください。 

② 県社協から「返還通知書」及び「預金口座振替依頼  

書」を送付し、返還方法について通知します。 

なお、上記通知が届き次第「預金口座振替依頼書」

に必要事項記入のうえ、速やかに県社協へ返送して

ください。 

 ※連帯保証人とも返還通知書の内容を確認しておいてください。 

 

 

 

③ 「返還通知書」に記載された返還計画により、直ち  

に返還していただきます。 

④ 返還金は「預金口座振替依頼書」により指定のあっ  

た金融機関の口座から自動引落となります。 

なお、一括返還の場合は、本会指定口座へ指定の期  

日までに送金してください。 

⑤ 納付指定日を過ぎた場合は、返還すべき額に年３％

の の延滞利子を加算します。 

 

 

 

 

 

⑥ 返還が完了した場合は、県社協がお預かりしている

 「借用証書」をお返しします。 

 

 

 

 

 

 

返還計画申請 

 

 

 

返 還 

 

返還完了 
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５ その他の手続き 

  

① 借受人、または連帯保証人に住所等の変更があった 

場合は、その都度、「届出事項変更届」を直ちに県

社協に提出してください。  

 

② 貸付を受けていた者が、勤務先を変更した場合、ま  

たは転職した場合、その都度、「届出事項変更届」

と「現況報告書」を直ちに県社協に提出してくださ

い。 

 

③ 受け取り口座に変更がある場合は、「送金口座（申 

込・変更）申請書」を県社協に提出してください。 

 

④ 貸付内容（金額、貸付期間等）に変更があった場合

は、「貸付内容変更申請書」を県社協に提出してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所、氏名、勤務

先等を変更した場

合 

（届出内容に変更

があった場合） 
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６ 手続きに必要な提出書類一覧 

（１）生活支援費や家賃支援費を借り受けた進学者 

 【在学中】 

事 項 提出書類 様式 備 考 

進級したとき 

【全員必須】 

在学証明書 任意様式 毎年４月２０日まで県社協に提出

してください。 

休学、停学したとき 貸付停止・再開・

辞退届 

様式１２ 貸付を停止します。 

留年したとき 理由により貸付期間を延長するこ

とがあります。 

復学したとき 貸付を再開します。 

退学したとき（就職

していない場合） 

貸付停止・再開・

辞退届 

様式１２  

 返還計画申請書 様式２０ 返還通知書に基づき返還してくだ

さい。 

退学したとき（就職

した場合） 

貸付停止・再開・

辞退届 

様式１２  

 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただきま

す。 

 返還猶予申請書 様式１６  

借受人が修学に堪

えがたい程度の心

身の故障を生じた

とき 

現況報告書 様式１５ 事実を証明する書類を添付してく

ださい。 

借受を辞退すると

き（引き続き在学す

る場合） 

貸付停止・再開・

辞退届 

様式１２  

返還猶予申請書 様式１６  

借受人及び連帯保

証人の氏名、住所等

に変更があったと

き 

届出事項変更届 様式１１  

借受人及び連帯保

証人が死亡したと

き 

届出事項変更届 様式１１ 死亡したときは除籍証明書又は死

亡証明書の写しを添付してくださ

い。 

 返還計画申請書 様式２０ 借受人が死亡したときは連帯保証

人等より返還していただきます。 
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【卒業後】 

事 項 提出書類 様式 備 考 

卒業時（就職してい

ない場合） 

【全員必須】 

卒業届 様式１３  

現況報告書 

 

様式１５                 

                     

 返還計画申請書 様式２０ 返還通知書に基づき返還してくだ

さい。 

卒業時（就職した場

合）【全員必須】 

卒業届 様式１３  

 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただきま

す。 

 返還猶予申請書 様式１６  

毎年４月１日 

【全員必須】 

現況報告書 様式１５ 毎年４月２０日まで県社協に提出

してください。 

就職したとき 届出事項変更届 様式１１  

 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただきま

す。 

 返還猶予申請書 様式１６  

勤務先を変更した

とき 

届出事項変更届 様式１１  

 

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただきま

す。 

退職、休職したとき 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただきま

す。 

返還計画申請書 様式２０ 返還通知書に基づき返還してくだ

さい。 

大学等を卒業した

日から、１年以内に

就職しなかったと

き 

返還計画申請書 様式２０ 返還通知書に基づき返還してくだ

さい。 

災害、疾病、負傷等

により就業できな

いとき 

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただきま

す。 

 返還猶予申請書 様式１６ 医師の診断書、罹災証明書等を添

付してください。 
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事 項 提出書類 様式 備 考 

借受人が業務に堪

えがたい程度の心

身の故障を生じた

とき 

現況報告書 様式１５ 事実を証明する書類を添付してく

ださい。 

借受人及び連帯保

証人の氏名、住所等

に変更があったと

き 

届出事項変更届 様式１１  

借受人及び連帯保

証人が死亡したと

き 

届出事項変更届 様式１１ 死亡したときは除籍証明書又は死

亡診断書の写しを添付してくださ

い。 

 返還計画申請書 様式２０ 借受人が死亡したときは連帯保証

人等より返還していただきます。 

大学等を卒業した

日から、１年以内に

就職し、かつ、５年

間引き続き就業を

継続したとき 

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただきま

す。 

返還免除申請書 様式１８  
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（２） 家賃支援費を借り受けた就職者 

事 項 提出書類 様式 備 考 

借受を辞退するとき

（引き続き就業する場

合） 

貸付停止・再開・

辞退届 

様式１２  

返還猶予申請書 様式１６  

毎年 4 月 1 日 

【全員必須】 

現況報告書 

 

様式１５ 毎年４月２０日まで県社協に

提供してください。 

退職、休職したとき 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただき

ます。 

 返還計画申請書 

 

様式２０ 返還通知書に基づき返還して

ください。 

勤務先を変更したとき 届出事項変更届 様式１１  

 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただき

ます。 

再就職したとき 現況報告書 

 

様式１５ 就業先より証明していただき

ます。 

 返還猶予申請書 様式１６  

借受人が業務に堪えな

い程度の心身の故障を

生じたとき 

現況報告書 様式１５ 事実を証明する書類を添付し

てください。 

災害、疾病、負傷等によ

り就業できないとき 

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただき

ます。 

 返還猶予申請書 様式１６ 医師の診断書、罹災証明書等を

添付してください。 

借受人及び連帯保証人

の氏名、住所等に変更

があったとき 

届出事項変更届 様式１１  

借受人及び連帯保証人

が死亡したとき 

届出事項変更届 様式１１ 死亡したときは除籍証明書又

は、死亡診断書の写しを添付し

てください。 

 返還計画申請書 様式２０ 借受人が死亡したときは連帯

保証人等より返還していただ

きます。 

就職した日から５年間

引き続き就業を継続し

たとき 

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただき

ます。 

返還免除申請書 様式１８  
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（３）資格取得支援費を借り受けた方 

事 項 提出書類 様式 備 考 

資格を取得したとき 資格取得届 様式１４  

貸付の対象となった

資格を取得する見込

みがなくなったとき 

返還計画申請書 様式２０ 返還通知書に基づき返還し

てください。 

進学後に借り受けた

方の卒業時（就職して

いない場合） 

卒業届 様式１３  

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただ

きます。  

 返還計画申請書 

 

様式２０ 返還通知書に基づき返還し

てください。 

進学後に借り受けた

方の卒業時（就職した

場合） 

卒業届 様式１３  

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただ

きます。 

 返還猶予申請書 様式１６  

毎年４月１日 

【全員必須】 

現況報告書 様式１５ 毎年４月２０日まで県社協

に提出してください。 

就職したとき 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただ

きます。 

 返還猶予申請書 様式１６  

勤務先を変更したと

き 

届出事項変更届 様式１１  

 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただ

きます。 

退職、休職したとき 現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただ

きます。 

 返還計画申請書 様式２０ 返還通知書に）基づき返還し

てください。 

大学等を卒業した日

から 1 年以内に就職

しなかったとき 

返還計画申請書 様式２０ 返還通知書に基づき返還し

てください。 

借受人が業務に堪え

がたい程度の心身の

故障を生じたとき 

現況報告書 様式１５ 事実を証明する書類を添付

してください。 

借受人及び連帯保証

人の氏名、住所等に

変更があったとき 

届出事項変更届 様式１１  
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事項 提出書類 様式 備考 

災害、疾病、負傷等に

より就業できないと

き 

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただ

きます。 

 返還猶予申請書 様式１６ 医師の診断書、罹災証明書

等を添付してください。 

借受人及び連帯保証

人が死亡したとき 

届出事項変更届 様式１１ 死亡したときは死亡診断書

等、事実を確認できる書類

を添付してください。 

 返還計画申請書 様式２０ 借受人が死亡したときは連

帯保証人等より返還してい

ただきます。 

大学等を卒業した日

から 1 年以内に就職

し、かつ 2 年間引き続

き就業を継続したと

き 

現況報告書 様式１５ 就業先より証明していただ

きます。 

返還免除申請書 様式１８  

    

 

 

 

 

（４）その他の手続き 

 

事項 提出書類 様式 備考 

送金口座を変更する

とき 

送金口座（申込・

変更）申請書 

様式９  

貸付内容（金額、貸付

期間等）に変更があっ

たとき 

貸付内容変更申

請書 

様式２２  

 

 

 

 

  

 


